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納税通知書・納付書の様式、

問合せ　税務課（☎22-3111　内線239・243・389）

税に関する重要なお知らせです！

　納付書での納付方法がかわります !!

《主な改正点》
①市税の様式が上記のとおりかわります。市税集合徴収、国民健康保険税・固定資産税・都市

計画税（４期割）をそれぞれ通知します。納付書は前年度まで、毎回各期の納付書を送付し
ていましたが、平成 20 年度分から納付書を一括にして送付します。

②口座振替をされている方は、それぞれの納税通知書のみを送付します。

③口座振替以外の方は、納税通知書と納付書が１冊のブック形式にかわります。
○法定納期分（固定資産税・都市計画税）の共有・法人の方は、納付書が、全期分（１枚）と

各納期分（４枚）の綴りになっています。
○市税集合徴収分・国民健康保険税の方は、納付書が、全期分（１枚）と各納期分（10 枚）

の綴りになっています。
○国民健康保険税の納税通知書は今まで集合徴収分と併記していました。わかりやすくするた

め単独で通知します。
④納付書が１冊のブック形式になっています。一括払い  
　の場合は、「全期分」の納付書を、「各期」ごとに納付
　される場合は、納期限までに納付をお願いします。

⑤軽自動車税は、従来どおり５月に納付書を送付します。

⑥各地域でお世話になっていました納税組合は、前年度で
　廃止なりました。

現行（市税集徴収納税通知書）
変　更　後

口座振替以外の方
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現
在
、
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
で
、
８
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
更
新

申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
対
象
者

　

８
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を
希
望
さ
れ

る
、
８
月
１
日
時
点
で
満
20
歳
未
満
の
方
。（
一
定
の
医
学
的
基
準

を
満
た
す
方
が
引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
主
治

医
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

◆
申
請
受
付
期
間　

５
月
１
日（
木
）～
６
月
30
日（
月
）

◆
提
出
時
に
必
要
な
書
籍（
５
月
１
日
以
降
に
申
請
書
な
ど
配
布
）

①
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
更
新
交
付
申
請
書

②
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
意
見
書（
医
師
の
記
載
に
よ
る
こ
と
）

③
成
長
ホ
ル
モ
ン
治
療
用
意
見
書
（
ヒ
ト
成
長
ホ
ル
モ
ン
治
療
を
行
う

方
の
み
、
医
師
の
記
載
に
よ
る
こ
と
）

④
世
帯
中
心
者
の
所
得
を
証
す
る
書
類
（
患
者
を
税
制
上
扶
養
し
て
い

る
保
護
者
な
ど
）

⑤
世
帯
全
員
の
住
民
票（
市
役
所
で
発
行
で
き
ま
す
）

⑥
患
者
本
人
の
健
康
保
険
証
の
写
し

⑦
印
鑑（
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

⑧
身
体
障
害
者
手
帳
も
し
く
は
療
育
手
帳
の
写
し
（
重
症
申
請
を
さ
れ

る
方
で
所
持
し
て
い
る
方
の
み
）

⑨
重
症
患
者
認
定
申
請
書（
重
症
申
請
を
さ
れ
る
方
の
み
）

※
①
～
③
、
⑨
の
申
請
書
な
ど
に
つ
い
て
は
、
西
脇
健
康
福
祉
事
務
所

（
西
脇
保
健
事
務
所
）
に
て
用
意
し
て
い
ま
す
。「
④
所
得
を
証
す
る

書
類
」
に
つ
い
て
は
、
西
脇
健
康
福
祉
事
務
所
（
西
脇
保
健
事
務
所
）

に
て
、
申
請
書
な
ど
の
配
布
時
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
「
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
」
に
よ
る
申
請
者
の
方
に
つ
い
て
は
、

「
所
得
を
証
す
る
書
類
」の
提
出
は
不
要
で
す
。
ま
た「
住
民
票
」も
、

受
給
者
の
方
の
住
民
票
の
み
で
結
構
で
す
。

◆
申
請
受
付
・
問
合
せ

　

西
脇
健
康
福
祉
事
務
所（
西
脇
保
健
事
務
所
）☎
22
‐
２
６
６
６

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

◆消費生活・多重債務相談は、
　生活環境課　☎ 22-3111（内線 392・393）まで　
　毎週水曜日・午前 10 時～午後４時（要予約）

 　「電話で家庭教
師 を 申 し 込 ん だ
ら、教材の購入契
約 だ っ た。」、「 指
導付き教材を契約
したのに、期待し
た指導をしてくれ
なかった。」、「中途解約を申し込んだが応じてく
れなかった。」などの苦情が後を絶ちません。
　新学期を迎え、このような勧誘が多くなります。
次のことには十分気をつけましょう。
①契約の時の説明はしっかり聞く。
②一度にたくさんの教材は購入しない。
③契約書に中途解約のことが書いてあるか確かめ

る。
　クーリング・オフ（無条件解約）が出来る場合が
ありますので、早めに消費生活相談室に相談しま
しょう。

学習教材販売トラブルにご注意 !!

西脇市花と緑の協会講演会
◆と　き　６月７日（土）　午後２時 15 分～（予定）
◆ところ　生涯学習まちづくりセンター・ホール
◆講演内容　「しばざくらの作り方」
◆講　師　大橋保さん
◆問合せ　生活環境課　☎ 22-3111（内線 393）

第54回西脇市民体育大会
第14回冬季スキー大会結果

　　　◎スラローム優勝者  （敬称略）
　　　　・小学生・低学年の部　中野可蓮
　　　　・小学生・高学年の部　藤原大樹
　　　　・中学生・高校生の部　蛭田健斗
　　　　・成人の部男子　藤井和幸
　　　　・成人の部女子　蛭田朱音
　　　◎パラレルターン優勝者　（敬称略）
　　　　・小学生・低学年の部　中野可蓮
　　　　・小学生・高学年の部　藤原大樹
　　　　・中学生・高校生の部　伊藤正也
　　　　・成人の部男子　藤原美徳
　　　　・成人の部女子　蛭田朱音

平
成
20
年
度
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
受
給

者
証
更
新
申
請
手
続
き
の
開
始
に
つ
い
て


